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　 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 六 年 六 月 二 十 五 日

� 石 川 県 知 事　　 馳　　　　　　　　 浩
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（１５）

職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 一 年 石 川 県 条 例 第 二 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

第 九 条 の 二 第 一 項 第 十 号 中 「 本 庁 農 林 水 産 部 若 し く は 土 木 部 又 は 農 林 水 産 部 若 し く は 土 木 部 の 出

先 機 関 に 勤 務 す る 」 、 「 豪 雨 等 」 及 び 「 及 び 知 事 が こ れ ら の 作 業 に 相 当 す る と 認 め る 作 業 」 を 削 り 、

同 条 第 二 項 第 七 号 � 中 「 七 百 十 円 」 の 下 に 「 （ 大 規 模 な 災 害 と し て 知 事 が 定 め る 災 害 に 係 る 作 業 に

従 事 し た 場 合 に あ つ て は 、 千 八 十 円 ） 」 を 加 え 、 同 号 � を 削 り 、 同 項 第 八 号 中 「 額 」 の 下 に 「 （ 大 規

模 な 災 害 と し て 知 事 が 定 め る 災 害 に 係 る 作 業 に 従 事 し た 場 合 に あ つ て は 、 千 八 十 円 ） 」 を 加 え 、 同

条 第 三 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

３ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 職 員 が 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 す る 場 合 に お け る 第 一 項 の 手 当

の 額 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。

一 同 一 の 日 に 第 一 項 第 一 号 か ら 第 六 号 ま で に 掲 げ る 二 以 上 の 作 業 に 従 事 し た 場 合 作 業 一 日 に

つ き 五 百 円 を 超 え な い 額

二 同 一 の 日 に 第 一 項 第 十 号 及 び 第 十 一 号 に 掲 げ る 作 業 に 従 事 し た 場 合 作 業 一 日 に つ き 、 当 該

作 業 の う ち い ず れ か 高 い 額 の 定 め の あ る 作 業 に 応 じ た 額

第 十 三 条 第 一 項 た だ し 書 を 削 り 、 同 項 第 一 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

一 異 常 な 自 然 現 象 若 し く は 大 規 模 な 事 故 に よ り 重 大 な 災 害 が 発 生 し た 箇 所 又 は そ の 周 辺 に お け

る 遭 難 者 等 の 捜 索 救 助 、 災 害 警 備 そ の 他 の 危 険 又 は 困 難 を 伴 う 救 援 等 （ 以 下 「 遭 難 者 等 の 捜 索

救 助 等 」 と い う 。 ） の 作 業

第 十 三 条 第 一 項 中 第 二 号 を 削 り 、 第 三 号 を 第 二 号 と し 、 第 四 号 を 第 三 号 と し 、 同 条 第 二 項 第 一 号

を 次 の よ う に 改 め る 。

一 前 項 第 一 号 に 掲 げ る 作 業 八 百 四 十 円 （ 大 規 模 な 災 害 と し て 知 事 が 定 め る 災 害 に 係 る 作 業 に

従 事 し た 場 合 に あ つ て は 、 千 八 十 円 ）

第 十 三 条 第 二 項 第 二 号 中 「 前 項 第 三 号 」 を 「 前 項 第 二 号 」 に 、 「 第 四 号 」 を 「 第 三 号 」 に 改 め 、

同 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

議 案 第 三 号

職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 六 年 五 月 二 十 八 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

令和６年６月 25 日（火曜日） 号� 外 1石 川 県 公 報

令和 ６ 年 ６ 月 25 日（火曜日）

号　　　　　　　　　　外

（第　 ３８ 　号）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 石 川 県 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 六 年 六 月 二 十 五 日

� 石 川 県 知 事　　 馳　　　　　　　　 浩
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（１６）

３ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 警 察 職 員 が 、 災 害 対 策 基 本 法 （ 昭 和 三 十 六 年 法 律 第 二 百 二 十 三 号 ）

に 基 づ き 設 定 さ れ た 警 戒 区 域 （ 知 事 が こ れ に 準 ず る と 認 め る 地 域 を 含 む 。 ） に お け る 作 業 又 は 二

日 以 上 の 引 き 続 く 期 間 に お け る 人 命 救 助 の 作 業 に 従 事 し た 場 合 に お け る 第 一 項 第 一 号 の 手 当 の 額

は 、 前 項 第 一 号 に 定 め る 額 に そ の 百 分 の 百 に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 額 と す る 。

附 則 第 十 一 項 中 「 同 条 第 二 項 第 一 号 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 号 中 「 八 百 四 十 円 」 と あ る の は 、

「 八 百 四 十 円 」 を 「 遭 難 救 助 等 作 業 手 当 の 額 は 、 同 条 第 二 項 第 一 号 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 号 に 定

め る 額 」 に 、 「 額 」 」 を 「 額 」 に 改 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 等 ）

１ こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 改 正 後 の 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 （ 以 下 「 新 条 例 」

と い う 。 ） の 規 定 は 、 令 和 六 年 一 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

（ 特 殊 勤 務 手 当 の 内 払 ）

２ 新 条 例 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に は 、 改 正 前 の 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 規 定 に 基 づ い

て 支 給 さ れ た 特 殊 勤 務 手 当 は 、 新 条 例 の 規 定 に よ る 特 殊 勤 務 手 当 の 内 払 と み な す 。

提 案 理 由

国 に お け る 支 給 状 況 を 考 慮 し て 、 特 殊 勤 務 手 当 の 見 直 し を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案

を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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（１５）

職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 一 年 石 川 県 条 例 第 二 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

第 九 条 の 二 第 一 項 第 十 号 中 「 本 庁 農 林 水 産 部 若 し く は 土 木 部 又 は 農 林 水 産 部 若 し く は 土 木 部 の 出

先 機 関 に 勤 務 す る 」 、 「 豪 雨 等 」 及 び 「 及 び 知 事 が こ れ ら の 作 業 に 相 当 す る と 認 め る 作 業 」 を 削 り 、

同 条 第 二 項 第 七 号 � 中 「 七 百 十 円 」 の 下 に 「 （ 大 規 模 な 災 害 と し て 知 事 が 定 め る 災 害 に 係 る 作 業 に

従 事 し た 場 合 に あ つ て は 、 千 八 十 円 ） 」 を 加 え 、 同 号 � を 削 り 、 同 項 第 八 号 中 「 額 」 の 下 に 「 （ 大 規

模 な 災 害 と し て 知 事 が 定 め る 災 害 に 係 る 作 業 に 従 事 し た 場 合 に あ つ て は 、 千 八 十 円 ） 」 を 加 え 、 同

条 第 三 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

３ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 職 員 が 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 す る 場 合 に お け る 第 一 項 の 手 当

の 額 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。

一 同 一 の 日 に 第 一 項 第 一 号 か ら 第 六 号 ま で に 掲 げ る 二 以 上 の 作 業 に 従 事 し た 場 合 作 業 一 日 に

つ き 五 百 円 を 超 え な い 額

二 同 一 の 日 に 第 一 項 第 十 号 及 び 第 十 一 号 に 掲 げ る 作 業 に 従 事 し た 場 合 作 業 一 日 に つ き 、 当 該

作 業 の う ち い ず れ か 高 い 額 の 定 め の あ る 作 業 に 応 じ た 額

第 十 三 条 第 一 項 た だ し 書 を 削 り 、 同 項 第 一 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

一 異 常 な 自 然 現 象 若 し く は 大 規 模 な 事 故 に よ り 重 大 な 災 害 が 発 生 し た 箇 所 又 は そ の 周 辺 に お け

る 遭 難 者 等 の 捜 索 救 助 、 災 害 警 備 そ の 他 の 危 険 又 は 困 難 を 伴 う 救 援 等 （ 以 下 「 遭 難 者 等 の 捜 索

救 助 等 」 と い う 。 ） の 作 業

第 十 三 条 第 一 項 中 第 二 号 を 削 り 、 第 三 号 を 第 二 号 と し 、 第 四 号 を 第 三 号 と し 、 同 条 第 二 項 第 一 号

を 次 の よ う に 改 め る 。

一 前 項 第 一 号 に 掲 げ る 作 業 八 百 四 十 円 （ 大 規 模 な 災 害 と し て 知 事 が 定 め る 災 害 に 係 る 作 業 に

従 事 し た 場 合 に あ つ て は 、 千 八 十 円 ）

第 十 三 条 第 二 項 第 二 号 中 「 前 項 第 三 号 」 を 「 前 項 第 二 号 」 に 、 「 第 四 号 」 を 「 第 三 号 」 に 改 め 、

同 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

議 案 第 三 号

職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 六 年 五 月 二 十 八 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例
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（１７）

石 川 県 職 員 定 数 条 例 （ 昭 和 二 十 四 年 石 川 県 条 例 第 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 二 項 中 「 千 百 三 十 六 人 」 を 「 千 二 百 九 十 一 人 」 に 改 め る 。

附 則 を 附 則 第 一 項 と し 、 同 項 に 見 出 し と し て 「 （ 施 行 期 日 等 ） 」 を 付 し 、 附 則 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

（ 令 和 六 年 能 登 半 島 地 震 に 係 る 知 事 の 事 務 部 局 の 職 員 の 定 数 の 特 例 ）

２ 令 和 六 年 能 登 半 島 地 震 か ら の 復 旧 及 び 復 興 に 係 る 業 務 に 従 事 さ せ る た め 、 知 事 の 事 務 部 局 の 職

員 の 定 数 は 、 第 二 条 第 一 項 第 一 号 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 分 の 間 、 同 号 に 定 め る 数 に 二 百 人 を 加

え た 数 と す る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

令 和 六 年 能 登 半 島 地 震 か ら の 復 旧 及 び 復 興 を 推 進 す る と と も に 、 県 営 病 院 の 医 療 体 制 を 充 実 す る

た め 、 職 員 定 数 を 改 定 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

議 案 第 四 号

石 川 県 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

石 川 県 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 六 年 五 月 二 十 八 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

石 川 県 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

令和６年６月 25 日（火曜日） 号� 外2 石 川 県 公 報



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

�� 石 川 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 六 年 六 月 二 十 五 日

� 石 川 県 知 事　　 馳　　　　　　　　 浩

石 川 県 条 例 第 三 十 一 号
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（１７）

石 川 県 職 員 定 数 条 例 （ 昭 和 二 十 四 年 石 川 県 条 例 第 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 二 項 中 「 千 百 三 十 六 人 」 を 「 千 二 百 九 十 一 人 」 に 改 め る 。

附 則 を 附 則 第 一 項 と し 、 同 項 に 見 出 し と し て 「 （ 施 行 期 日 等 ） 」 を 付 し 、 附 則 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

（ 令 和 六 年 能 登 半 島 地 震 に 係 る 知 事 の 事 務 部 局 の 職 員 の 定 数 の 特 例 ）

２ 令 和 六 年 能 登 半 島 地 震 か ら の 復 旧 及 び 復 興 に 係 る 業 務 に 従 事 さ せ る た め 、 知 事 の 事 務 部 局 の 職

員 の 定 数 は 、 第 二 条 第 一 項 第 一 号 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 分 の 間 、 同 号 に 定 め る 数 に 二 百 人 を 加

え た 数 と す る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

令 和 六 年 能 登 半 島 地 震 か ら の 復 旧 及 び 復 興 を 推 進 す る と と も に 、 県 営 病 院 の 医 療 体 制 を 充 実 す る

た め 、 職 員 定 数 を 改 定 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

議 案 第 四 号

石 川 県 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

石 川 県 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 六 年 五 月 二 十 八 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

石 川 県 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例
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（１９）

（ 石 川 県 税 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 石 川 県 税 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 石 川 県 条 例 第 二 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 六 条 中 「 質 問 し 、 又 は 検 査 を 行 な う 」 を 「 質 問 、 検 査 又 は 物 件 （ そ の 写 し を 含 む 。 以 下 こ の

条 に お い て 同 じ 。 ） の 提 示 若 し く は 提 出 の 要 求 を 行 う 」 に 、 「 質 問 し 、 又 は 検 査 若 し く は 捜 索 を 行

な う 」 を 「 質 問 、 検 査 、 物 件 の 提 示 若 し く は 提 出 の 要 求 又 は 捜 索 を 行 う 」 に 、 「 に お い て は 、 」 を

「 に は 」 に 、 「 調 査 を 行 な う 場 合 に お い て は 」 を 「 調 査 を 行 う 場 合 に は 」 に 改 め る 。

第 五 十 七 条 第 一 項 中 「 第 二 十 一 条 の 七 」 を 「 第 二 十 一 条 の 八 」 に 、 「 に よ つ て 」 を 「 に よ り 」

に 改 め る 。

第 百 四 十 四 条 の 十 一 第 一 項 中 「 第 十 一 条 の 九 第 一 項 」 を 「 第 十 一 条 の 十 第 一 項 」 に 改 め る 。

附 則 第 七 条 第 七 項 中 「 附 則 第 十 三 条 の 三 第 十 項 」 を 「 附 則 第 十 三 条 の 三 第 十 二 項 」 に 改 め る 。

附 則 第 九 条 の 三 第 一 項 中 「 附 則 第 十 八 条 の 七 」 を 「 附 則 第 十 八 条 の 七 第 一 項 」 に 改 め る 。

附 則 第 九 条 の 四 第 一 項 中 「 （ 第 四 項 」 を 「 （ 法 附 則 第 三 十 五 条 の 四 の 二 第 四 項 」 に 、 「 同 条 第 四

項 」 を 「 法 第 四 十 五 条 の 二 第 四 項 」 に 、 「 同 項 」 を 「 前 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 条 第 四 項 中 「 第 十

五 項 」 を 「 第 十 七 項 」 に 改 め る 。

附 則 第 十 条 の 二 の 二 を 附 則 第 十 条 の 二 の 三 と し 、 附 則 第 十 条 の 二 を 附 則 第 十 条 の 二 の 二 と し 、

附 則 第 十 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 事 業 税 の 納 税 義 務 者 等 の 特 例 ）

第 十 条 の 二 第 五 十 五 条 第 一 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 分 の 間 、 同 項 第 一 号 ロ 中 「 一 億 円 以

下 の も の 」 と あ る の は 、 「 一 億 円 以 下 の も の （ 前 事 業 年 度 の 事 業 税 に つ い て イ に 掲 げ る 法 人 に

該 当 し た も の で あ つ て 、 払 込 資 本 の 額 （ 法 人 が 株 主 又 は 合 名 会 社 、 合 資 会 社 若 し く は 合 同 会 社

の 社 員 そ の 他 法 人 の 出 資 者 か ら 出 資 を 受 け た 金 額 と し て 令 附 則 第 六 条 に 規 定 す る 金 額 を い

う 。 ） が 十 億 円 を 超 え る も の を 除 く 。 ） 」 と す る 。

附 則 第 十 二 条 の 四 第 一 項 の 表 第 一 号 中 「 船 舶 の 使 用 者 」 を 「 船 舶 （ 令 附 則 第 十 条 の 二 の 二 第 一

項 に 規 定 す る 船 舶 を 除 く 。 ） の 使 用 者 」 に 改 め 、 同 表 第 二 号 中 「 附 則 第 十 条 の 二 の 二 第 一 項 各 号 」

議 案 第 五 号

石 川 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

石 川 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 六 年 五 月 二 十 八 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

石 川 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

令和６年６月 25 日（火曜日） 号� 外 3石 川 県 公 報
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（１９）

（ 石 川 県 税 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 石 川 県 税 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 石 川 県 条 例 第 二 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 六 条 中 「 質 問 し 、 又 は 検 査 を 行 な う 」 を 「 質 問 、 検 査 又 は 物 件 （ そ の 写 し を 含 む 。 以 下 こ の

条 に お い て 同 じ 。 ） の 提 示 若 し く は 提 出 の 要 求 を 行 う 」 に 、 「 質 問 し 、 又 は 検 査 若 し く は 捜 索 を 行

な う 」 を 「 質 問 、 検 査 、 物 件 の 提 示 若 し く は 提 出 の 要 求 又 は 捜 索 を 行 う 」 に 、 「 に お い て は 、 」 を

「 に は 」 に 、 「 調 査 を 行 な う 場 合 に お い て は 」 を 「 調 査 を 行 う 場 合 に は 」 に 改 め る 。

第 五 十 七 条 第 一 項 中 「 第 二 十 一 条 の 七 」 を 「 第 二 十 一 条 の 八 」 に 、 「 に よ つ て 」 を 「 に よ り 」

に 改 め る 。

第 百 四 十 四 条 の 十 一 第 一 項 中 「 第 十 一 条 の 九 第 一 項 」 を 「 第 十 一 条 の 十 第 一 項 」 に 改 め る 。

附 則 第 七 条 第 七 項 中 「 附 則 第 十 三 条 の 三 第 十 項 」 を 「 附 則 第 十 三 条 の 三 第 十 二 項 」 に 改 め る 。

附 則 第 九 条 の 三 第 一 項 中 「 附 則 第 十 八 条 の 七 」 を 「 附 則 第 十 八 条 の 七 第 一 項 」 に 改 め る 。

附 則 第 九 条 の 四 第 一 項 中 「 （ 第 四 項 」 を 「 （ 法 附 則 第 三 十 五 条 の 四 の 二 第 四 項 」 に 、 「 同 条 第 四

項 」 を 「 法 第 四 十 五 条 の 二 第 四 項 」 に 、 「 同 項 」 を 「 前 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 条 第 四 項 中 「 第 十

五 項 」 を 「 第 十 七 項 」 に 改 め る 。

附 則 第 十 条 の 二 の 二 を 附 則 第 十 条 の 二 の 三 と し 、 附 則 第 十 条 の 二 を 附 則 第 十 条 の 二 の 二 と し 、

附 則 第 十 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 事 業 税 の 納 税 義 務 者 等 の 特 例 ）

第 十 条 の 二 第 五 十 五 条 第 一 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 分 の 間 、 同 項 第 一 号 ロ 中 「 一 億 円 以

下 の も の 」 と あ る の は 、 「 一 億 円 以 下 の も の （ 前 事 業 年 度 の 事 業 税 に つ い て イ に 掲 げ る 法 人 に

該 当 し た も の で あ つ て 、 払 込 資 本 の 額 （ 法 人 が 株 主 又 は 合 名 会 社 、 合 資 会 社 若 し く は 合 同 会 社

の 社 員 そ の 他 法 人 の 出 資 者 か ら 出 資 を 受 け た 金 額 と し て 令 附 則 第 六 条 に 規 定 す る 金 額 を い

う 。 ） が 十 億 円 を 超 え る も の を 除 く 。 ） 」 と す る 。

附 則 第 十 二 条 の 四 第 一 項 の 表 第 一 号 中 「 船 舶 の 使 用 者 」 を 「 船 舶 （ 令 附 則 第 十 条 の 二 の 二 第 一

項 に 規 定 す る 船 舶 を 除 く 。 ） の 使 用 者 」 に 改 め 、 同 表 第 二 号 中 「 附 則 第 十 条 の 二 の 二 第 一 項 各 号 」

議 案 第 五 号

石 川 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

石 川 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 六 年 五 月 二 十 八 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

石 川 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例
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（２０）

を 「 附 則 第 十 条 の 二 の 二 第 二 項 各 号 」 に 、 「 同 条 第 二 項 」 を 「 同 条 第 三 項 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項

中 「 ま で 」 と 」 の 下 に 「 、 第 百 三 十 一 条 の 十 二 中 「 国 の 行 政 機 関 の 長 」 と あ る の は 「 国 の 行 政 機

関 の 長 又 は 附 則 第 十 二 条 の 四 第 一 項 の 表 第 二 号 に 規 定 す る オ ー ス ト ラ リ ア 軍 隊 」 と 」 を 加 え 、 同

条 第 五 項 中 「 附 則 第 十 条 の 二 の 二 第 十 一 項 」 を 「 附 則 第 十 条 の 二 の 二 第 十 二 項 」 に 改 め る 。

附 則 第 二 十 条 の 二 を 削 る 。

第 二 条 石 川 県 税 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 四 十 一 条 の 二 中 「 及 び 第 三 号 に 掲 げ る 寄 附 金 （ 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 特 定 寄 附 金 と み な さ

れ る も の を 含 む 。 ） 並 び に 」 を 「 か ら 第 四 号 ま で に 掲 げ る 寄 附 金 及 び 」 に 改 め 、 同 条 第 二 号 を 次

の よ う に 改 め る 。

二 公 益 信 託 に 関 す る 法 律 （ 令 和 六 年 法 律 第 号 ） 第 六 条 又 は 附 則 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に

よ り 知 事 の 認 可 を 受 け た 同 法 第 二 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 公 益 信 託 の 信 託 財 産 と す る た め

に 支 出 し た 当 該 公 益 信 託 に 係 る 信 託 事 務 に 関 連 す る 寄 附 金

第 五 十 五 条 第 一 項 第 一 号 ロ 中 「 並 び に こ れ ら の 法 人 」 を 「 （ 以 下 ロ に お い て 「 所 得 等 課 税 法 人 」

と い う 。 ） 並 び に 所 得 等 課 税 法 人 」 に 改 め 、 「 有 し な い も の 」 の 下 に 「 （ 所 得 等 課 税 法 人 以 外 の 法

人 の う ち 法 第 七 十 二 条 の 二 第 一 項 第 一 号 ロ � 及 び � に 掲 げ る 法 人 に 該 当 す る も の を 除 く 。 ） 」 を 加

え る 。

第 六 十 七 条 の 二 第 一 項 中 「 法 人 課 税 信 託 」 を 「 法 人 課 税 信 託 等 」 に 改 め る 。

附 則 第 二 条 の 三 第 一 項 中 「 第 十 項 」 を 「 第 十 二 項 」 に 、 「 第 十 一 項 」 を 「 第 十 三 項 」 に 、 「 同 条

第 十 二 項 」 を 「 同 条 第 十 四 項 」 に 、 「 法 人 を 」 を 「 者 を 」 に 、 「 以 下 こ の 条 」 を 「 次 項 」 に 改 め 、

同 条 第 二 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

２ 前 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 公 益 法 人 等 が 租 税 特 別 措 置 法 第 四 十 条 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 公

益 信 託 の 受 託 者 で あ る 場 合 に お い て 、 当 該 公 益 信 託 の 受 託 者 が 二 以 上 あ る と き は 、 当 該 公 益 信

託 の 信 託 事 務 を 主 宰 す る 受 託 者 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 主 宰 受 託 者 」 と い う 。 ） を 前 項 に 規 定

す る 個 人 と み な し て 同 項 の 規 定 を 適 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 主 宰 受 託 者 に 課 す る 同 項

に 規 定 す る 財 産 に 係 る 県 民 税 の 所 得 割 に つ い て は 、 当 該 主 宰 受 託 者 以 外 の 受 託 者 は 、 そ の 県 民

税 の 所 得 割 に つ い て 、 連 帯 納 付 の 責 め に 任 ず る 。

附 則 第 十 条 の 二 の 三 を 附 則 第 十 条 の 二 の 四 と し 、 附 則 第 十 条 の 二 の 二 を 附 則 第 十 条 の 二 の 三 と

し 、 附 則 第 十 条 の 二 の 見 出 し を 削 り 、 同 条 の 前 に 見 出 し と し て 「 （ 事 業 税 の 納 税 義 務 者 等 の 特 例 ） 」

を 付 し 、 同 条 中 「 附 則 第 六 条 」 を 「 附 則 第 五 条 の 七 」 に 改 め 、 同 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

第 十 条 の 二 の 二 新 た な 事 業 の 創 出 及 び 産 業 へ の 投 資 を 促 進 す る た め の 産 業 競 争 力 強 化 法 等 の 一

部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 六 年 法 律 第 号 ） の 施 行 の 日 か ら 令 和 九 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間

に 法 附 則 第 八 条 の 三 の 四 第 一 項 に 規 定 す る 認 定 特 別 事 業 再 編 事 業 者 が 、 同 項 に 規 定 す る 特 別 事

業 再 編 の た め の 措 置 （ 産 業 競 争 力 強 化 法 （ 平 成 二 十 五 年 法 律 第 九 十 八 号 ） 第 二 条 第 十 八 項 第 三

号 、 第 四 号 及 び 第 六 号 に 掲 げ る 措 置 に 限 る 。 ） と し て 他 の 法 人 の 株 式 若 し く は 出 資 の 取 得 を し 、

　 　 二 　 公 益 信 託 に 関 す る 法 律 （ 令 和 六 年 法 律 第 三 十 号 ） 第 六 条 又 は 附 則 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ

り 知 事 の 認 可 を 受 け た 同 法 第 二 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 公 益 信 託 の 信 託 財 産 と す る た め に

支 出 し た 当 該 公 益 信 託 に 係 る 信 託 事 務 に 関 連 す る 寄 附 金

令和６年６月 25 日（火曜日） 号� 外4 石 川 県 公 報
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を 「 附 則 第 十 条 の 二 の 二 第 二 項 各 号 」 に 、 「 同 条 第 二 項 」 を 「 同 条 第 三 項 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項

中 「 ま で 」 と 」 の 下 に 「 、 第 百 三 十 一 条 の 十 二 中 「 国 の 行 政 機 関 の 長 」 と あ る の は 「 国 の 行 政 機

関 の 長 又 は 附 則 第 十 二 条 の 四 第 一 項 の 表 第 二 号 に 規 定 す る オ ー ス ト ラ リ ア 軍 隊 」 と 」 を 加 え 、 同

条 第 五 項 中 「 附 則 第 十 条 の 二 の 二 第 十 一 項 」 を 「 附 則 第 十 条 の 二 の 二 第 十 二 項 」 に 改 め る 。

附 則 第 二 十 条 の 二 を 削 る 。

第 二 条 石 川 県 税 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 四 十 一 条 の 二 中 「 及 び 第 三 号 に 掲 げ る 寄 附 金 （ 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 特 定 寄 附 金 と み な さ

れ る も の を 含 む 。 ） 並 び に 」 を 「 か ら 第 四 号 ま で に 掲 げ る 寄 附 金 及 び 」 に 改 め 、 同 条 第 二 号 を 次

の よ う に 改 め る 。

二 公 益 信 託 に 関 す る 法 律 （ 令 和 六 年 法 律 第 号 ） 第 六 条 又 は 附 則 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に

よ り 知 事 の 認 可 を 受 け た 同 法 第 二 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 公 益 信 託 の 信 託 財 産 と す る た め

に 支 出 し た 当 該 公 益 信 託 に 係 る 信 託 事 務 に 関 連 す る 寄 附 金

第 五 十 五 条 第 一 項 第 一 号 ロ 中 「 並 び に こ れ ら の 法 人 」 を 「 （ 以 下 ロ に お い て 「 所 得 等 課 税 法 人 」

と い う 。 ） 並 び に 所 得 等 課 税 法 人 」 に 改 め 、 「 有 し な い も の 」 の 下 に 「 （ 所 得 等 課 税 法 人 以 外 の 法

人 の う ち 法 第 七 十 二 条 の 二 第 一 項 第 一 号 ロ � 及 び � に 掲 げ る 法 人 に 該 当 す る も の を 除 く 。 ） 」 を 加

え る 。

第 六 十 七 条 の 二 第 一 項 中 「 法 人 課 税 信 託 」 を 「 法 人 課 税 信 託 等 」 に 改 め る 。

附 則 第 二 条 の 三 第 一 項 中 「 第 十 項 」 を 「 第 十 二 項 」 に 、 「 第 十 一 項 」 を 「 第 十 三 項 」 に 、 「 同 条

第 十 二 項 」 を 「 同 条 第 十 四 項 」 に 、 「 法 人 を 」 を 「 者 を 」 に 、 「 以 下 こ の 条 」 を 「 次 項 」 に 改 め 、

同 条 第 二 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

２ 前 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 公 益 法 人 等 が 租 税 特 別 措 置 法 第 四 十 条 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 公

益 信 託 の 受 託 者 で あ る 場 合 に お い て 、 当 該 公 益 信 託 の 受 託 者 が 二 以 上 あ る と き は 、 当 該 公 益 信

託 の 信 託 事 務 を 主 宰 す る 受 託 者 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 主 宰 受 託 者 」 と い う 。 ） を 前 項 に 規 定

す る 個 人 と み な し て 同 項 の 規 定 を 適 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 主 宰 受 託 者 に 課 す る 同 項

に 規 定 す る 財 産 に 係 る 県 民 税 の 所 得 割 に つ い て は 、 当 該 主 宰 受 託 者 以 外 の 受 託 者 は 、 そ の 県 民

税 の 所 得 割 に つ い て 、 連 帯 納 付 の 責 め に 任 ず る 。

附 則 第 十 条 の 二 の 三 を 附 則 第 十 条 の 二 の 四 と し 、 附 則 第 十 条 の 二 の 二 を 附 則 第 十 条 の 二 の 三 と

し 、 附 則 第 十 条 の 二 の 見 出 し を 削 り 、 同 条 の 前 に 見 出 し と し て 「 （ 事 業 税 の 納 税 義 務 者 等 の 特 例 ） 」

を 付 し 、 同 条 中 「 附 則 第 六 条 」 を 「 附 則 第 五 条 の 七 」 に 改 め 、 同 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

第 十 条 の 二 の 二 新 た な 事 業 の 創 出 及 び 産 業 へ の 投 資 を 促 進 す る た め の 産 業 競 争 力 強 化 法 等 の 一

部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 六 年 法 律 第 号 ） の 施 行 の 日 か ら 令 和 九 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間

に 法 附 則 第 八 条 の 三 の 四 第 一 項 に 規 定 す る 認 定 特 別 事 業 再 編 事 業 者 が 、 同 項 に 規 定 す る 特 別 事

業 再 編 の た め の 措 置 （ 産 業 競 争 力 強 化 法 （ 平 成 二 十 五 年 法 律 第 九 十 八 号 ） 第 二 条 第 十 八 項 第 三

号 、 第 四 号 及 び 第 六 号 に 掲 げ る 措 置 に 限 る 。 ） と し て 他 の 法 人 の 株 式 若 し く は 出 資 の 取 得 を し 、
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又 は 他 の 法 人 の 株 式 を 譲 り 受 け 、 こ れ を そ の 取 得 又 は 譲 受 け の 日 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 取 得

等 の 日 」 と い う 。 ） 以 後 引 き 続 き 有 し て お り 、 か つ 、 取 得 等 の 日 以 後 継 続 し て 当 該 他 の 法 人 と

の 間 に 法 人 税 法 第 二 条 第 十 二 号 の 七 の 六 に 規 定 す る 完 全 支 配 関 係 が あ る 場 合 （ そ の 取 得 又 は 譲

受 け に 係 る 対 価 の 額 が 百 億 円 を 超 え る 金 額 又 は 一 億 円 に 満 た な い 金 額 で あ る 場 合 を 除 く 。 ） に

お い て 、 当 該 他 の 法 人 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 対 象 法 人 」 と い う 。 ） 及 び 法 附 則 第 八 条 の 三 の

四 第 一 項 に 規 定 す る 五 年 以 内 株 式 等 取 得 等 法 人 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 五 年 以 内 株 式 等 取 得 等

法 人 」 と い う 。 ） の 行 う 事 業 に 対 す る 第 五 十 五 条 第 一 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 対 象 法 人 又

は 五 年 以 内 株 式 等 取 得 等 法 人 の 取 得 等 の 日 を 含 む 事 業 年 度 か ら 当 該 取 得 等 の 日 以 後 五 年 を 経 過

す る 日 を 含 む 事 業 年 度 （ 産 業 競 争 力 強 化 法 第 二 十 四 条 の 三 第 二 項 又 は 第 三 項 の 規 定 に よ り 同 法

第 二 十 四 条 の 二 第 一 項 の 認 定 が 取 り 消 さ れ た 場 合 に は 、 そ の 取 り 消 さ れ た 日 を 含 む 事 業 年 度 の

前 事 業 年 度 ） ま で の 各 事 業 年 度 分 の 事 業 税 に 限 り 、 第 五 十 五 条 第 一 項 第 一 号 ロ 中 「 掲 げ る 法 人

に 該 当 す る も の 」 と あ る の は 、 「 掲 げ る 法 人 に 該 当 す る も の （ 附 則 第 十 条 の 二 の 二 に 規 定 す る

対 象 法 人 及 び 同 条 に 規 定 す る 五 年 以 内 株 式 等 取 得 等 法 人 を 除 く 。 ） 」 と す る 。

（ 石 川 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 石 川 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 十 九 年 石 川 県 条 例 第 四 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。

附 則 第 二 項 中 「 を 除 く 」 を 「 及 び 公 益 信 託 に 関 す る 法 律 （ 令 和 六 年 法 律 第 号 ） 附 則 第 四

条 第 一 項 に 規 定 す る 移 行 認 可 を 受 け た も の を 除 く 」 に 改 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 は 、 当 該 各 号 に 定 め る 日

か ら 施 行 す る 。

一 第 一 条 中 石 川 県 税 条 例 第 百 四 十 四 条 の 十 一 第 一 項 の 改 正 規 定 令 和 七 年 一 月 一 日

二 第 一 条 中 石 川 県 税 条 例 第 五 十 七 条 第 一 項 の 改 正 規 定 並 び に 同 条 例 附 則 第 十 条 の 二 の 二 を 附 則

第 十 条 の 二 の 三 と し 、 附 則 第 十 条 の 二 を 附 則 第 十 条 の 二 の 二 と し 、 附 則 第 十 条 の 次 に 一 条 を 加

え る 改 正 規 定 並 び に 同 条 例 附 則 第 十 二 条 の 四 第 一 項 及 び 第 五 項 の 改 正 規 定 並 び に 附 則 第 三 項 、

第 四 項 、 第 八 項 及 び 第 九 項 の 規 定 令 和 七 年 四 月 一 日

三 第 二 条 （ 次 号 及 び 第 五 号 に 掲 げ る 改 正 規 定 を 除 く 。 ） 並 び に 附 則 第 五 項 及 び 第 六 項 の 規 定

令 和 八 年 四 月 一 日

四 第 二 条 中 石 川 県 税 条 例 第 六 十 七 条 の 二 第 一 項 の 改 正 規 定 及 び 第 三 条 の 規 定 並 び に 附 則 第 七 項

の 規 定 公 益 信 託 に 関 す る 法 律 （ 令 和 六 年 法 律 第 号 ） の 施 行 の 日

五 第 二 条 中 石 川 県 税 条 例 第 四 十 一 条 の 二 の 改 正 規 定 並 び に 同 条 例 附 則 第 二 条 の 三 第 一 項 及 び 第

二 項 の 改 正 規 定 並 び に 次 項 の 規 定 前 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 の 属 す る 年 の 翌 年 の 一 月 一 日

（ 個 人 の 県 民 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）

　 　 附 則 第 二 項 中 「 を 除 く 」 を 「 及 び 公 益 信 託 に 関 す る 法 律 （ 令 和 六 年 法 律 第 三 十 号 ） 附 則 第 四 条

第 一 項 に 規 定 す る 移 行 認 可 を 受 け た も の を 除 く 」 に 改 め る 。

四 十 五
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又 は 他 の 法 人 の 株 式 を 譲 り 受 け 、 こ れ を そ の 取 得 又 は 譲 受 け の 日 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 取 得

等 の 日 」 と い う 。 ） 以 後 引 き 続 き 有 し て お り 、 か つ 、 取 得 等 の 日 以 後 継 続 し て 当 該 他 の 法 人 と

の 間 に 法 人 税 法 第 二 条 第 十 二 号 の 七 の 六 に 規 定 す る 完 全 支 配 関 係 が あ る 場 合 （ そ の 取 得 又 は 譲

受 け に 係 る 対 価 の 額 が 百 億 円 を 超 え る 金 額 又 は 一 億 円 に 満 た な い 金 額 で あ る 場 合 を 除 く 。 ） に

お い て 、 当 該 他 の 法 人 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 対 象 法 人 」 と い う 。 ） 及 び 法 附 則 第 八 条 の 三 の

四 第 一 項 に 規 定 す る 五 年 以 内 株 式 等 取 得 等 法 人 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 五 年 以 内 株 式 等 取 得 等

法 人 」 と い う 。 ） の 行 う 事 業 に 対 す る 第 五 十 五 条 第 一 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 対 象 法 人 又

は 五 年 以 内 株 式 等 取 得 等 法 人 の 取 得 等 の 日 を 含 む 事 業 年 度 か ら 当 該 取 得 等 の 日 以 後 五 年 を 経 過

す る 日 を 含 む 事 業 年 度 （ 産 業 競 争 力 強 化 法 第 二 十 四 条 の 三 第 二 項 又 は 第 三 項 の 規 定 に よ り 同 法

第 二 十 四 条 の 二 第 一 項 の 認 定 が 取 り 消 さ れ た 場 合 に は 、 そ の 取 り 消 さ れ た 日 を 含 む 事 業 年 度 の

前 事 業 年 度 ） ま で の 各 事 業 年 度 分 の 事 業 税 に 限 り 、 第 五 十 五 条 第 一 項 第 一 号 ロ 中 「 掲 げ る 法 人

に 該 当 す る も の 」 と あ る の は 、 「 掲 げ る 法 人 に 該 当 す る も の （ 附 則 第 十 条 の 二 の 二 に 規 定 す る

対 象 法 人 及 び 同 条 に 規 定 す る 五 年 以 内 株 式 等 取 得 等 法 人 を 除 く 。 ） 」 と す る 。

（ 石 川 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 石 川 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 十 九 年 石 川 県 条 例 第 四 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。

附 則 第 二 項 中 「 を 除 く 」 を 「 及 び 公 益 信 託 に 関 す る 法 律 （ 令 和 六 年 法 律 第 号 ） 附 則 第 四

条 第 一 項 に 規 定 す る 移 行 認 可 を 受 け た も の を 除 く 」 に 改 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 は 、 当 該 各 号 に 定 め る 日

か ら 施 行 す る 。

一 第 一 条 中 石 川 県 税 条 例 第 百 四 十 四 条 の 十 一 第 一 項 の 改 正 規 定 令 和 七 年 一 月 一 日

二 第 一 条 中 石 川 県 税 条 例 第 五 十 七 条 第 一 項 の 改 正 規 定 並 び に 同 条 例 附 則 第 十 条 の 二 の 二 を 附 則

第 十 条 の 二 の 三 と し 、 附 則 第 十 条 の 二 を 附 則 第 十 条 の 二 の 二 と し 、 附 則 第 十 条 の 次 に 一 条 を 加

え る 改 正 規 定 並 び に 同 条 例 附 則 第 十 二 条 の 四 第 一 項 及 び 第 五 項 の 改 正 規 定 並 び に 附 則 第 三 項 、

第 四 項 、 第 八 項 及 び 第 九 項 の 規 定 令 和 七 年 四 月 一 日

三 第 二 条 （ 次 号 及 び 第 五 号 に 掲 げ る 改 正 規 定 を 除 く 。 ） 並 び に 附 則 第 五 項 及 び 第 六 項 の 規 定

令 和 八 年 四 月 一 日

四 第 二 条 中 石 川 県 税 条 例 第 六 十 七 条 の 二 第 一 項 の 改 正 規 定 及 び 第 三 条 の 規 定 並 び に 附 則 第 七 項

の 規 定 公 益 信 託 に 関 す る 法 律 （ 令 和 六 年 法 律 第 号 ） の 施 行 の 日

五 第 二 条 中 石 川 県 税 条 例 第 四 十 一 条 の 二 の 改 正 規 定 並 び に 同 条 例 附 則 第 二 条 の 三 第 一 項 及 び 第

二 項 の 改 正 規 定 並 び に 次 項 の 規 定 前 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 の 属 す る 年 の 翌 年 の 一 月 一 日

（ 個 人 の 県 民 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）
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（２２）

２ 所 得 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 六 年 法 律 第 八 号 ） 附 則 第 三 条 第 一 項 の 規 定 の 適 用 が あ

る 場 合 に お け る 前 項 第 五 号 に 掲 げ る 規 定 に よ る 改 正 後 の 石 川 県 税 条 例 第 四 十 一 条 の 二 の 規 定 の 適

用 に つ い て は 、 同 条 中 「 寄 附 金 及 び 」 と あ る の は 、 「 寄 附 金 （ 所 得 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律

（ 令 和 六 年 法 律 第 八 号 ） 附 則 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ り な お そ の 効 力 を 有 す る も の と さ れ る 同 法

第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 所 得 税 法 第 七 十 八 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 特 定 寄 附 金 と み な さ れ る も

の を 含 む 。 ） 及 び 」 と す る 。

（ 法 人 の 事 業 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）

３ 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 石 川 県 税 条 例 （ 次 項 及 び 附 則 第 八 項 に お い て 「 七 年 新 条 例 」 と い

う 。 ） 附 則 第 十 条 の 二 の 規 定 は 、 附 則 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 二 号 施 行 日 」

と い う 。 ） 以 後 に 開 始 す る 事 業 年 度 に 係 る 法 人 の 事 業 税 に つ い て 適 用 し 、 二 号 施 行 日 前 に 開 始 し

た 事 業 年 度 に 係 る 法 人 の 事 業 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

４ 二 号 施 行 日 以 後 最 初 に 開 始 す る 事 業 年 度 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 最 初 事 業 年 度 」 と い う 。 ） の

事 業 税 （ 令 和 六 年 三 月 三 十 日 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 適 用 日 」 と い う 。 ） を 含 む 事 業 年 度 の 前 事

業 年 度 の 事 業 税 に つ い て 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 石 川 県 税 条 例 （ 附 則 第 九 項 に お い て 「 旧 条

例 」 と い う 。 ） 第 五 十 五 条 第 一 項 第 一 号 イ に 掲 げ る 法 人 に 該 当 し た も の で あ っ て 、 適 用 日 の 前 日

の 現 況 に よ り 資 本 金 の 額 又 は 出 資 金 の 額 が 一 億 円 以 下 で あ る と 判 定 さ れ 、 か つ 、 適 用 日 か ら 最 初

事 業 年 度 の 開 始 の 日 の 前 日 ま で の 間 に 終 了 し た 各 事 業 年 度 分 の 事 業 税 に つ い て 同 号 ロ に 掲 げ る 法

人 に 該 当 し た も の の 行 う 事 業 に 対 す る 事 業 税 を 除 く 。 ） に 係 る 七 年 新 条 例 附 則 第 十 条 の 二 の 規 定

の 適 用 に つ い て は 、 同 条 中 「 前 事 業 年 度 」 と あ る の は 、 「 令 和 六 年 三 月 三 十 日 を 含 む 事 業 年 度 の

開 始 の 日 の 前 日 か ら 石 川 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 六 年 石 川 県 条 例 第 号 ） 附

則 第 四 項 に 規 定 す る 最 初 事 業 年 度 の 開 始 の 日 の 前 日 ま で の 間 に 終 了 し た い ず れ か の 事 業 年 度 分 」

と す る 。

５ 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 石 川 県 税 条 例 （ 次 項 に お い て 「 八 年 新 条 例 」 と い う 。 ） 第 五 十 五

条 第 一 項 （ 第 一 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 並 び に 附 則 第 十 条 の 二 及 び 第 十 条 の 二 の 二 の 規 定 は 、 附

則 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 以 後 に 開 始 す る 事 業 年 度 に 係 る 法 人 の 事 業 税 に つ い て 適

用 し 、 同 日 前 に 開 始 し た 事 業 年 度 に 係 る 法 人 の 事 業 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

６ 八 年 新 条 例 第 五 十 五 条 第 一 項 第 一 号 ロ （ 八 年 新 条 例 附 則 第 十 条 の 二 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適

用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に 規 定 す る 所 得 等 課 税 法 人 以 外 の 法 人 で 資 本 金 の 額 若 し く は 出 資 金 の 額 が

一 億 円 以 下 の も の 又 は 同 号 ロ に 規 定 す る 所 得 等 課 税 法 人 以 外 の 法 人 で 資 本 若 し く は 出 資 を 有 し な

い も の の う ち 地 方 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 六 年 法 律 第 四 号 。 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お

い て 「 改 正 法 」 と い う 。 ） 第 三 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 地 方 税 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 二 十

六 号 ） 第 七 十 二 条 の 二 第 一 項 第 一 号 ロ � 又 は � に 掲 げ る 法 人 に 該 当 す る も の が 行 う 事 業 に 対 す る

改 正 法 附 則 第 八 条 第 二 項 に 規 定 す る 令 和 八 年 度 分 基 準 法 人 事 業 税 額 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 令 和

八 年 度 分 基 準 法 人 事 業 税 額 」 と い う 。 ） が 、 改 正 法 附 則 第 八 条 第 二 項 に 規 定 す る 比 較 法 人 事 業 税

三 十 一

　 　 の 規 定 　 公 益 信 託 に 関 す る 法 律 （ 令 和 六 年 法 律 第 三 十 号 ） の 施 行 の 日

令和６年６月 25 日（火曜日） 号� 外6 石 川 県 公 報



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 本 社 機 能 立 地 促 進 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 及 び 過 疎 地 域 の 持 続 的 発 展 の 支 援 の た
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（２２）

２ 所 得 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 六 年 法 律 第 八 号 ） 附 則 第 三 条 第 一 項 の 規 定 の 適 用 が あ

る 場 合 に お け る 前 項 第 五 号 に 掲 げ る 規 定 に よ る 改 正 後 の 石 川 県 税 条 例 第 四 十 一 条 の 二 の 規 定 の 適

用 に つ い て は 、 同 条 中 「 寄 附 金 及 び 」 と あ る の は 、 「 寄 附 金 （ 所 得 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律

（ 令 和 六 年 法 律 第 八 号 ） 附 則 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ り な お そ の 効 力 を 有 す る も の と さ れ る 同 法

第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 所 得 税 法 第 七 十 八 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 特 定 寄 附 金 と み な さ れ る も

の を 含 む 。 ） 及 び 」 と す る 。

（ 法 人 の 事 業 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）

３ 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 石 川 県 税 条 例 （ 次 項 及 び 附 則 第 八 項 に お い て 「 七 年 新 条 例 」 と い

う 。 ） 附 則 第 十 条 の 二 の 規 定 は 、 附 則 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 二 号 施 行 日 」

と い う 。 ） 以 後 に 開 始 す る 事 業 年 度 に 係 る 法 人 の 事 業 税 に つ い て 適 用 し 、 二 号 施 行 日 前 に 開 始 し

た 事 業 年 度 に 係 る 法 人 の 事 業 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

４ 二 号 施 行 日 以 後 最 初 に 開 始 す る 事 業 年 度 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 最 初 事 業 年 度 」 と い う 。 ） の

事 業 税 （ 令 和 六 年 三 月 三 十 日 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 適 用 日 」 と い う 。 ） を 含 む 事 業 年 度 の 前 事

業 年 度 の 事 業 税 に つ い て 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 石 川 県 税 条 例 （ 附 則 第 九 項 に お い て 「 旧 条

例 」 と い う 。 ） 第 五 十 五 条 第 一 項 第 一 号 イ に 掲 げ る 法 人 に 該 当 し た も の で あ っ て 、 適 用 日 の 前 日

の 現 況 に よ り 資 本 金 の 額 又 は 出 資 金 の 額 が 一 億 円 以 下 で あ る と 判 定 さ れ 、 か つ 、 適 用 日 か ら 最 初

事 業 年 度 の 開 始 の 日 の 前 日 ま で の 間 に 終 了 し た 各 事 業 年 度 分 の 事 業 税 に つ い て 同 号 ロ に 掲 げ る 法

人 に 該 当 し た も の の 行 う 事 業 に 対 す る 事 業 税 を 除 く 。 ） に 係 る 七 年 新 条 例 附 則 第 十 条 の 二 の 規 定

の 適 用 に つ い て は 、 同 条 中 「 前 事 業 年 度 」 と あ る の は 、 「 令 和 六 年 三 月 三 十 日 を 含 む 事 業 年 度 の

開 始 の 日 の 前 日 か ら 石 川 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 六 年 石 川 県 条 例 第 号 ） 附

則 第 四 項 に 規 定 す る 最 初 事 業 年 度 の 開 始 の 日 の 前 日 ま で の 間 に 終 了 し た い ず れ か の 事 業 年 度 分 」

と す る 。

５ 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 石 川 県 税 条 例 （ 次 項 に お い て 「 八 年 新 条 例 」 と い う 。 ） 第 五 十 五

条 第 一 項 （ 第 一 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 並 び に 附 則 第 十 条 の 二 及 び 第 十 条 の 二 の 二 の 規 定 は 、 附

則 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 以 後 に 開 始 す る 事 業 年 度 に 係 る 法 人 の 事 業 税 に つ い て 適

用 し 、 同 日 前 に 開 始 し た 事 業 年 度 に 係 る 法 人 の 事 業 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

６ 八 年 新 条 例 第 五 十 五 条 第 一 項 第 一 号 ロ （ 八 年 新 条 例 附 則 第 十 条 の 二 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適

用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に 規 定 す る 所 得 等 課 税 法 人 以 外 の 法 人 で 資 本 金 の 額 若 し く は 出 資 金 の 額 が

一 億 円 以 下 の も の 又 は 同 号 ロ に 規 定 す る 所 得 等 課 税 法 人 以 外 の 法 人 で 資 本 若 し く は 出 資 を 有 し な

い も の の う ち 地 方 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 六 年 法 律 第 四 号 。 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お

い て 「 改 正 法 」 と い う 。 ） 第 三 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 地 方 税 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 二 十

六 号 ） 第 七 十 二 条 の 二 第 一 項 第 一 号 ロ � 又 は � に 掲 げ る 法 人 に 該 当 す る も の が 行 う 事 業 に 対 す る

改 正 法 附 則 第 八 条 第 二 項 に 規 定 す る 令 和 八 年 度 分 基 準 法 人 事 業 税 額 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 令 和

八 年 度 分 基 準 法 人 事 業 税 額 」 と い う 。 ） が 、 改 正 法 附 則 第 八 条 第 二 項 に 規 定 す る 比 較 法 人 事 業 税
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額 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 比 較 法 人 事 業 税 額 」 と い う 。 ） を 超 え る 場 合 に は 、 当 該 超 え る 金 額 の

三 分 の 二 に 相 当 す る 金 額 （ 当 該 金 額 に 百 円 未 満 の 端 数 が あ る 場 合 又 は 当 該 金 額 の 全 額 が 百 円 未 満

で あ る 場 合 に は 、 当 該 端 数 金 額 又 は 当 該 全 額 を 切 り 上 げ た 金 額 ） は 、 令 和 八 年 度 分 基 準 法 人 事 業

税 額 か ら 控 除 す る も の と し 、 当 該 法 人 が 行 う 事 業 に 対 す る 改 正 法 附 則 第 八 条 第 二 項 に 規 定 す る 令

和 九 年 度 分 基 準 法 人 事 業 税 額 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 令 和 九 年 度 分 基 準 法 人 事 業 税 額 」 と い う 。 ）

が 、 比 較 法 人 事 業 税 額 を 超 え る 場 合 に は 、 当 該 超 え る 金 額 の 三 分 の 一 に 相 当 す る 金 額 （ 当 該 金 額

に 百 円 未 満 の 端 数 が あ る 場 合 又 は 当 該 金 額 の 全 額 が 百 円 未 満 で あ る 場 合 に は 、 当 該 端 数 金 額 又 は

当 該 全 額 を 切 り 上 げ た 金 額 ） は 、 令 和 九 年 度 分 基 準 法 人 事 業 税 額 か ら 控 除 す る も の と す る 。

（ 地 方 消 費 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）

７ 附 則 第 一 項 第 四 号 に 掲 げ る 規 定 に よ る 改 正 後 の 石 川 県 税 条 例 第 六 十 七 条 の 二 第 一 項 の 規 定 は 、

同 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 以 後 に 効 力 が 生 ず る 改 正 法 附 則 第 一 条 第 十 号 に 掲 げ る 規 定 に よ る 改

正 後 の 地 方 税 法 第 七 十 二 条 の 八 十 第 一 項 た だ し 書 に 規 定 す る 公 益 信 託 （ 公 益 信 託 に 関 す る 法 律 附

則 第 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 移 行 認 可 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 移 行 認 可 」 と い う 。 ） を 受 け た 信 託

を 含 む 。 ） に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 効 力 が 生 じ た 公 益 信 託 に 関 す る 法 律 に よ る 改 正 前 の 公 益 信

託 ニ 関 ス ル 法 律 （ 大 正 十 一 年 法 律 第 六 十 二 号 ） 第 一 条 に 規 定 す る 公 益 信 託 （ 移 行 認 可 を 受 け た も

の を 除 く 。 ） に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

（ 軽 油 引 取 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）

８ 七 年 新 条 例 附 則 第 十 二 条 の 四 第 一 項 （ 同 項 の 表 第 一 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 は 、 二 号 施

行 日 以 後 の 軽 油 の 引 取 り に 対 し て 課 す べ き 軽 油 引 取 税 に つ い て 適 用 し 、 二 号 施 行 日 前 の 軽 油 の 引

取 り に 対 し て 課 す る 軽 油 引 取 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

９ 二 号 施 行 日 前 に 旧 条 例 附 則 第 十 二 条 の 四 第 二 項 に お い て 準 用 す る 旧 条 例 第 百 三 十 一 条 の 十 第 一

項 に 規 定 す る 免 税 軽 油 使 用 者 証 又 は 旧 条 例 第 百 三 十 一 条 の 十 一 第 一 項 の 規 定 に よ り 交 付 を 受 け た

免 税 証 （ 地 方 税 法 施 行 令 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 （ 令 和 六 年 政 令 第 百 三 十 七 号 ） に よ る 改 正 後 の 地

方 税 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 二 百 四 十 五 号 ） 附 則 第 十 条 の 二 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 船 舶 の

使 用 者 が 当 該 船 舶 の 動 力 源 に 供 す る 軽 油 の 引 取 り に 係 る も の に 限 る 。 ） に 係 る 旧 条 例 附 則 第 十 二

条 の 四 第 二 項 に お い て 準 用 す る 旧 条 例 第 百 三 十 一 条 の 十 第 四 項 又 は 第 百 三 十 一 条 の 十 一 第 八 項 に

規 定 す る 有 効 期 間 が 二 号 施 行 日 以 後 に 満 了 す る 場 合 に は 、 こ れ ら の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 有 効

期 間 は 令 和 七 年 三 月 三 十 一 日 に 満 了 し た も の と み な す 。

提 案 理 由

地 方 税 法 の 一 部 改 正 に 伴 い 、 法 人 事 業 税 に お け る 外 形 標 準 課 税 の 適 用 対 象 法 人 の 見 直 し 等 を 行 う

必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

令和６年６月 25 日（火曜日） 号� 外 7石 川 県 公 報



め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 六 年 六 月 二 十 五 日

� 石 川 県 知 事　　 馳　　　　　　　　 浩

石 川 県 条 例 第 三 十 二 号
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（２５）

（ 本 社 機 能 立 地 促 進 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 本 社 機 能 立 地 促 進 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 七 年 石 川 県 条 例 第 三

十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 中 「 令 和 六 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 令 和 八 年 三 月 三 十 一 日 」 に 改 め る 。

第 二 条 本 社 機 能 立 地 促 進 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 中 「 同 じ 。 ） 」 の 下 に 「 及 び 特 定 業 務 児 童 福 祉 施 設 （ 同 号 に 規 定 す る 特 定 業 務 児 童 福 祉 施

設 を い う 。 以 下 こ の 条 及 び 次 条 に お い て 同 じ 。 ） 」 を 加 え 、 「 及 び 当 該 特 定 業 務 施 設 」 を 「 並 び に

当 該 特 定 業 務 施 設 及 び 当 該 特 定 業 務 施 設 に 係 る 特 定 業 務 児 童 福 祉 施 設 」 に 改 め る 。

第 二 条 中 「 特 定 業 務 施 設 の 用 」 を 「 特 定 業 務 施 設 及 び 特 定 業 務 児 童 福 祉 施 設 の う ち 当 該 特 定 業

務 施 設 の 新 設 に 併 せ て 整 備 さ れ る も の の 用 」 に 改 め 、 同 条 第 一 号 中 「 特 別 償 却 設 備 を 」 を 「 特 別

償 却 設 備 （ 特 定 業 務 施 設 の 用 に 供 す る も の に 限 る 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） を 」 に 改 め る 。

（ 過 疎 地 域 の 持 続 的 発 展 の 支 援 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 過 疎 地 域 の 持 続 的 発 展 の 支 援 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 令 和 三 年 石 川 県 条

例 第 二 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 一 項 中 「 令 和 六 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 令 和 九 年 三 月 三 十 一 日 」 に 改 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 等 ）

１ こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

２ 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 本 社 機 能 立 地 促 進 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 規 定

及 び 第 三 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 過 疎 地 域 の 持 続 的 発 展 の 支 援 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す

議 案 第 六 号

本 社 機 能 立 地 促 進 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 及 び 過 疎 地 域

の 持 続 的 発 展 の 支 援 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改

正 す る 条 例 に つ い て

本 社 機 能 立 地 促 進 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 及 び 過 疎 地 域 の 持 続 的 発 展 の 支 援 の た

め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 六 年 五 月 二 十 八 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

本 社 機 能 立 地 促 進 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 及 び 過 疎 地 域 の 持 続 的 発 展

の 支 援 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例
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（２６）

る 条 例 の 規 定 は 、 令 和 六 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

３ 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 本 社 機 能 立 地 促 進 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 規 定

は 、 令 和 六 年 四 月 十 九 日 か ら 適 用 す る 。

（ 本 社 機 能 立 地 促 進 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

４ 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 本 社 機 能 立 地 促 進 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 第 二 条

の 規 定 は 、 令 和 六 年 四 月 十 九 日 以 後 に 新 設 さ れ 、 又 は 増 設 さ れ る 設 備 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に

新 設 さ れ 、 又 は 増 設 さ れ た 設 備 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

提 案 理 由

地 域 再 生 法 第 十 七 条 の 六 の 地 方 公 共 団 体 等 を 定 め る 省 令 等 の 一 部 改 正 に 伴 い 、 県 税 の 課 税 の 特 例

措 置 の 適 用 期 限 の 延 長 等 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

令和６年６月 25 日（火曜日） 号� 外8 石 川 県 公 報



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

�� 石 川 県 国 民 健 康 保 険 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 六 年 六 月 二 十 五 日

� 石 川 県 知 事　　 馳　　　　　　　　 浩

石 川 県 条 例 第 三 十 三 号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

�� 石 川 県 手 数 料 条 例 及 び 石 川 県 薬 物 の 濫 用 の 防 止 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布

す る 。

　　 令 和 六 年 六 月 二 十 五 日

� 石 川 県 知 事　　 馳　　　　　　　　 浩

石 川 県 条 例 第 三 十 四 号
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（２７）

石 川 県 国 民 健 康 保 険 条 例 （ 平 成 二 十 九 年 石 川 県 条 例 第 三 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

附 則 第 四 項 を 削 る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

国 民 健 康 保 険 法 の 一 部 改 正 に 伴 い 、 関 係 規 定 を 整 理 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出

す る 理 由 で あ る 。

議 案 第 七 号

石 川 県 国 民 健 康 保 険 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

石 川 県 国 民 健 康 保 険 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 六 年 五 月 二 十 八 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

石 川 県 国 民 健 康 保 険 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例
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（２９）

（ 石 川 県 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 石 川 県 手 数 料 条 例 （ 平 成 十 二 年 石 川 県 条 例 第 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 七 の 項 中 「 大 麻 取 締 法 」 を 「 大 麻 草 の 栽 培 の 規 制 に 関 す る 法 律 」 に 改 め 、 同 項 １ 中 「 大 麻

取 扱 者 免 許 の 」 を 「 大 麻 草 採 取 栽 培 者 免 許 の 」 に 、 「 大 麻 取 扱 者 免 許 申 請 手 数 料 」 を 「 大 麻 草 採

取 栽 培 者 免 許 申 請 手 数 料 」 に 改 め 、 同 項 ２ 中 「 第 十 条 第 五 項 」 を 「 第 六 条 第 三 項 」 に 、 「 大 麻 取

扱 者 名 簿 」 を 「 大 麻 草 採 取 栽 培 者 名 簿 」 に 、 「 大 麻 取 扱 者 登 録 変 更 手 数 料 」 を 「 大 麻 草 採 取 栽 培

者 登 録 変 更 手 数 料 」 に 改 め 、 同 項 ３ 中 「 第 十 条 第 六 項 」 を 「 第 七 条 第 三 項 」 に 、 「 大 麻 取 扱 者 免

許 証 の 」 を 「 大 麻 草 採 取 栽 培 者 免 許 証 の 」 に 、 「 大 麻 取 扱 者 免 許 証 再 交 付 手 数 料 」 を 「 大 麻 草 採

取 栽 培 者 免 許 証 再 交 付 手 数 料 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 薬 物 の 濫 用 の 防 止 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 石 川 県 薬 物 の 濫 用 の 防 止 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 六 年 石 川 県 条 例 第 三 十 八 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。

、 、

第 二 条 第 一 項 第 一 号 を 削 り 、 同 項 第 二 号 中 「 覚 せ い 剤 取 締 法 」 を 「 覚 醒 剤 取 締 法 」 に 改 め 、 同

号 を 同 項 第 一 号 と し 、 同 項 第 三 号 中 「 第 二 条 第 一 号 」 を 「 第 二 条 第 一 項 第 一 号 」 に 、 「 、 同 条 第

四 号 」 を 「 （ 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 麻 薬 と み な さ れ る 物 を 含 む 。 ） 、 同 条 第 一 項 第 四 号 」 に 、 「 同

条 第 六 号 」 を 「 同 項 第 六 号 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 二 号 と し 、 同 項 中 第 四 号 を 第 三 号 と し 、 第 五

号 か ら 第 七 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 上 げ る 。

第 九 条 第 一 項 中 「 第 二 条 第 一 項 第 七 号 」 を 「 第 二 条 第 一 項 第 六 号 」 に 改 め る 。

第 十 条 第 一 項 中 「 第 六 号 」 を 「 第 五 号 」 に 改 め る 。

第 十 五 条 第 一 項 中 「 第 二 条 第 一 項 第 七 号 」 を 「 第 二 条 第 一 項 第 六 号 」 に 改 め る 。

第 十 六 条 第 一 項 中 「 第 六 号 」 を 「 第 五 号 」 に 改 め る 。

附 則

議 案 第 八 号

石 川 県 手 数 料 条 例 及 び 石 川 県 薬 物 の 濫 用 の 防 止 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改

正 す る 条 例 に つ い て

石 川 県 手 数 料 条 例 及 び 石 川 県 薬 物 の 濫 用 の 防 止 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に

制 定 す る 。

令 和 六 年 五 月 二 十 八 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

石 川 県 手 数 料 条 例 及 び 石 川 県 薬 物 の 濫 用 の 防 止 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

令和６年６月 25 日（火曜日） 号� 外 9石 川 県 公 報



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

�� い し か わ 動 物 愛 護 セ ン タ ー 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 六 年 六 月 二 十 五 日

� 石 川 県 知 事　　 馳　　　　　　　　 浩

石 川 県 条 例 第 三 十 五 号
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（３０）

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 大 麻 取 締 法 及 び 麻 薬 及 び 向 精 神 薬 取 締 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 五 年 法 律 第

八 十 四 号 ） の 施 行 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ 第 二 条 の 規 定 の 施 行 前 に し た 行 為 に 対 す る 罰 則 の 適 用 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

提 案 理 由

麻 薬 及 び 向 精 神 薬 取 締 法 の 一 部 改 正 に よ り 、 大 麻 等 が 麻 薬 の 一 つ に 位 置 付 け ら れ た こ と 等 に 伴 い 、

関 係 規 定 を 整 理 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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（２９）

（ 石 川 県 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 石 川 県 手 数 料 条 例 （ 平 成 十 二 年 石 川 県 条 例 第 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 七 の 項 中 「 大 麻 取 締 法 」 を 「 大 麻 草 の 栽 培 の 規 制 に 関 す る 法 律 」 に 改 め 、 同 項 １ 中 「 大 麻

取 扱 者 免 許 の 」 を 「 大 麻 草 採 取 栽 培 者 免 許 の 」 に 、 「 大 麻 取 扱 者 免 許 申 請 手 数 料 」 を 「 大 麻 草 採

取 栽 培 者 免 許 申 請 手 数 料 」 に 改 め 、 同 項 ２ 中 「 第 十 条 第 五 項 」 を 「 第 六 条 第 三 項 」 に 、 「 大 麻 取

扱 者 名 簿 」 を 「 大 麻 草 採 取 栽 培 者 名 簿 」 に 、 「 大 麻 取 扱 者 登 録 変 更 手 数 料 」 を 「 大 麻 草 採 取 栽 培

者 登 録 変 更 手 数 料 」 に 改 め 、 同 項 ３ 中 「 第 十 条 第 六 項 」 を 「 第 七 条 第 三 項 」 に 、 「 大 麻 取 扱 者 免

許 証 の 」 を 「 大 麻 草 採 取 栽 培 者 免 許 証 の 」 に 、 「 大 麻 取 扱 者 免 許 証 再 交 付 手 数 料 」 を 「 大 麻 草 採

取 栽 培 者 免 許 証 再 交 付 手 数 料 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 薬 物 の 濫 用 の 防 止 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 石 川 県 薬 物 の 濫 用 の 防 止 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 六 年 石 川 県 条 例 第 三 十 八 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。

、 、

第 二 条 第 一 項 第 一 号 を 削 り 、 同 項 第 二 号 中 「 覚 せ い 剤 取 締 法 」 を 「 覚 醒 剤 取 締 法 」 に 改 め 、 同

号 を 同 項 第 一 号 と し 、 同 項 第 三 号 中 「 第 二 条 第 一 号 」 を 「 第 二 条 第 一 項 第 一 号 」 に 、 「 、 同 条 第

四 号 」 を 「 （ 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 麻 薬 と み な さ れ る 物 を 含 む 。 ） 、 同 条 第 一 項 第 四 号 」 に 、 「 同

条 第 六 号 」 を 「 同 項 第 六 号 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 二 号 と し 、 同 項 中 第 四 号 を 第 三 号 と し 、 第 五

号 か ら 第 七 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 上 げ る 。

第 九 条 第 一 項 中 「 第 二 条 第 一 項 第 七 号 」 を 「 第 二 条 第 一 項 第 六 号 」 に 改 め る 。

第 十 条 第 一 項 中 「 第 六 号 」 を 「 第 五 号 」 に 改 め る 。

第 十 五 条 第 一 項 中 「 第 二 条 第 一 項 第 七 号 」 を 「 第 二 条 第 一 項 第 六 号 」 に 改 め る 。

第 十 六 条 第 一 項 中 「 第 六 号 」 を 「 第 五 号 」 に 改 め る 。

附 則

議 案 第 八 号

石 川 県 手 数 料 条 例 及 び 石 川 県 薬 物 の 濫 用 の 防 止 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改

正 す る 条 例 に つ い て

石 川 県 手 数 料 条 例 及 び 石 川 県 薬 物 の 濫 用 の 防 止 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に

制 定 す る 。

令 和 六 年 五 月 二 十 八 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

石 川 県 手 数 料 条 例 及 び 石 川 県 薬 物 の 濫 用 の 防 止 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例
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（３１）

（ 設 置 ）

第 一 条 地 方 自 治 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 ） 第 二 百 四 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 、 県 民 の

動 物 の 愛 護 に 関 す る 精 神 の 高 揚 及 び 動 物 の 適 正 な 飼 養 に 関 す る 知 識 の 普 及 を 図 り 、 人 と 動 物 の 共

生 す る 社 会 の 実 現 に 寄 与 す る た め 、 い し か わ 動 物 愛 護 セ ン タ ー （ 以 下 「 セ ン タ ー 」 と い う 。 ） を

河 北 郡 津 幡 町 に 設 置 す る 。

（ 使 用 の 承 認 ）

第 二 条 別 表 に 掲 げ る 施 設 （ 以 下 「 ド ッ グ ラ ン 等 」 と い う 。 ） を 使 用 し よ う と す る 者 は 、 知 事 の 承

認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。

２ 知 事 は 、 ド ッ グ ラ ン 等 を 使 用 し よ う と す る 者 が 次 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 前 項 の 承 認 を

し な い こ と が で き る 。

一 セ ン タ ー の 秩 序 を 乱 す お そ れ が あ る と 認 め ら れ る と き 。

二 セ ン タ ー の 管 理 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が あ る と 認 め ら れ る と き 。

（ 使 用 料 ）

第 三 条 知 事 は 、 前 条 第 一 項 の 承 認 を 受 け た 者 （ 以 下 「 使 用 者 」 と い う 。 ） か ら 、 別 表 に 定 め る 使

用 料 を 徴 収 す る 。

２ 使 用 料 は 、 前 納 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 知 事 は 、 相 当 の 理 由 が あ る と 認 め る と き は 、 使

用 料 の 全 部 又 は 一 部 を 後 納 さ せ る こ と が で き る 。

（ 使 用 料 の 減 免 ）

第 四 条 知 事 は 、 特 に 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 使 用 料 を 減 免 す る こ と が で き る 。

（ 使 用 料 の 不 返 還 ）

第 五 条 既 納 の 使 用 料 は 、 返 還 し な い 。 た だ し 、 知 事 が 返 還 す る こ と を 相 当 と 認 め た と き は 、 そ の

全 部 又 は 一 部 を 返 還 す る こ と が で き る 。

（ 使 用 権 の 譲 渡 等 の 禁 止 ）

第 六 条 使 用 者 は 、 使 用 の 権 利 を 譲 渡 し 、 又 は 転 貸 し て は な ら な い 。

議 案 第 九 号

い し か わ 動 物 愛 護 セ ン タ ー 条 例 に つ い て

い し か わ 動 物 愛 護 セ ン タ ー 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 六 年 五 月 二 十 八 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

い し か わ 動 物 愛 護 セ ン タ ー 条 例

令和６年６月 25 日（火曜日） 号� 外10 石 川 県 公 報



議

案

第

九

号

い

し

か

わ

動

物

愛

護

セ

ン

タ

ー

条

例

に

つ

い

て

（３１）

（ 設 置 ）

第 一 条 地 方 自 治 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 ） 第 二 百 四 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 、 県 民 の

動 物 の 愛 護 に 関 す る 精 神 の 高 揚 及 び 動 物 の 適 正 な 飼 養 に 関 す る 知 識 の 普 及 を 図 り 、 人 と 動 物 の 共

生 す る 社 会 の 実 現 に 寄 与 す る た め 、 い し か わ 動 物 愛 護 セ ン タ ー （ 以 下 「 セ ン タ ー 」 と い う 。 ） を

河 北 郡 津 幡 町 に 設 置 す る 。

（ 使 用 の 承 認 ）

第 二 条 別 表 に 掲 げ る 施 設 （ 以 下 「 ド ッ グ ラ ン 等 」 と い う 。 ） を 使 用 し よ う と す る 者 は 、 知 事 の 承

認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。

２ 知 事 は 、 ド ッ グ ラ ン 等 を 使 用 し よ う と す る 者 が 次 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 前 項 の 承 認 を

し な い こ と が で き る 。

一 セ ン タ ー の 秩 序 を 乱 す お そ れ が あ る と 認 め ら れ る と き 。

二 セ ン タ ー の 管 理 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が あ る と 認 め ら れ る と き 。

（ 使 用 料 ）

第 三 条 知 事 は 、 前 条 第 一 項 の 承 認 を 受 け た 者 （ 以 下 「 使 用 者 」 と い う 。 ） か ら 、 別 表 に 定 め る 使

用 料 を 徴 収 す る 。

２ 使 用 料 は 、 前 納 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 知 事 は 、 相 当 の 理 由 が あ る と 認 め る と き は 、 使

用 料 の 全 部 又 は 一 部 を 後 納 さ せ る こ と が で き る 。

（ 使 用 料 の 減 免 ）

第 四 条 知 事 は 、 特 に 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 使 用 料 を 減 免 す る こ と が で き る 。

（ 使 用 料 の 不 返 還 ）

第 五 条 既 納 の 使 用 料 は 、 返 還 し な い 。 た だ し 、 知 事 が 返 還 す る こ と を 相 当 と 認 め た と き は 、 そ の

全 部 又 は 一 部 を 返 還 す る こ と が で き る 。

（ 使 用 権 の 譲 渡 等 の 禁 止 ）

第 六 条 使 用 者 は 、 使 用 の 権 利 を 譲 渡 し 、 又 は 転 貸 し て は な ら な い 。

議 案 第 九 号

い し か わ 動 物 愛 護 セ ン タ ー 条 例 に つ い て

い し か わ 動 物 愛 護 セ ン タ ー 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 六 年 五 月 二 十 八 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

い し か わ 動 物 愛 護 セ ン タ ー 条 例
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（３２）

（ 使 用 承 認 の 取 消 し 等 ）

第 七 条 知 事 は 、 使 用 者 が 次 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 第 二 条 第 一 項 の 承 認 を 取 り 消 し 、 又 は

ド ッ グ ラ ン 等 の 使 用 を 停 止 さ せ る こ と が で き る 。

一 偽 り そ の 他 不 正 の 手 段 に よ り 第 二 条 第 一 項 の 承 認 を 受 け た と き 。

二 第 二 条 第 二 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る に 至 っ た と き 。

三 承 認 の 条 件 に 違 反 し 、 又 は 違 反 す る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る と き 。

四 前 条 の 規 定 に 違 反 し た と き 。

２ 知 事 は 、 セ ン タ ー の 管 理 上 の 必 要 に よ り や む を 得 な い と き は 、 第 二 条 第 一 項 の 承 認 を 取 り 消 し 、

又 は ド ッ グ ラ ン 等 の 使 用 を 停 止 さ せ る こ と が で き る 。

（ 損 害 賠 償 ）

第 八 条 知 事 は 、 使 用 者 が セ ン タ ー の 施 設 、 設 備 又 は 備 品 を 損 傷 し 、 又 は 滅 失 さ せ た と き は 、 そ の

損 害 を 賠 償 さ せ る こ と が で き る 。

（ 規 則 へ の 委 任 ）

第 九 条 こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 規 則 で 定 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

別 表 （ 第 二 条 、 第 三 条 関 係 ）

区 分 単 位 金 額

一 ド ッ グ

ラ ン

専 用 使 用 に

供 す る 部 分

犬 の 数 が 五 頭

以 下 で 使 用 す

る 場 合

一 時 間 に つ き 一 、 〇 〇 〇 円

犬 の 数 が 六 頭

以 上 で 使 用 す

る 場 合

一 時 間 に つ き 一 、 〇 〇 〇 円 に 五 頭 を 超 え

る 犬 の 数 に 三 〇 〇 円 を 乗 じ

て 得 た 金 額 を 加 算 し た 金 額

共 同 使 用 に 供 す る 部 分 一 頭 一 時 間 に つ き 三 〇 〇 円

二 研 修 室 土 曜 日 、 日 曜 日 及 び 国 民 の

祝 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二

十 三 年 法 律 第 百 七 十 八 号 ）

に 規 定 す る 休 日

午 前 一 、 五 〇 〇 円

午 後 二 、 〇 〇 〇 円

全 日 四 、 〇 〇 〇 円

そ の 他 の 日 午 前 一 、 二 〇 〇 円

午 後 一 、 六 〇 〇 円

全 日 三 、 二 〇 〇 円

備 考
一 「 午 前 」 と は 午 前 九 時 か ら 正 午 ま で 、 「 午 後 」 と は 午 後 一 時 か ら 午 後 五 時 ま で 、 「 全 日 」 と

は 午 前 九 時 か ら 午 後 五 時 ま で を い う 。

令和６年６月 25 日（火曜日） 号� 外 11石 川 県 公 報



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

�� 石 川 県 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 応 援 基 金 条 例 を 廃 止 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 六 年 六 月 二 十 五 日

� 石 川 県 知 事　　 馳　　　　　　　　 浩

石 川 県 条 例 第 三 十 六 号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 令 和 六 年 能 登 半 島 地 震 復 興 基 金 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 六 年 六 月 二 十 五 日

� 石 川 県 知 事　　 馳　　　　　　　　 浩

石 川 県 条 例 第 三 十 七 号

議

案

第

九

号

い

し

か

わ

動

物

愛

護

セ

ン

タ

ー

条

例

に

つ

い

て

（３２）

（ 使 用 承 認 の 取 消 し 等 ）

第 七 条 知 事 は 、 使 用 者 が 次 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 第 二 条 第 一 項 の 承 認 を 取 り 消 し 、 又 は

ド ッ グ ラ ン 等 の 使 用 を 停 止 さ せ る こ と が で き る 。

一 偽 り そ の 他 不 正 の 手 段 に よ り 第 二 条 第 一 項 の 承 認 を 受 け た と き 。

二 第 二 条 第 二 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る に 至 っ た と き 。

三 承 認 の 条 件 に 違 反 し 、 又 は 違 反 す る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る と き 。

四 前 条 の 規 定 に 違 反 し た と き 。

２ 知 事 は 、 セ ン タ ー の 管 理 上 の 必 要 に よ り や む を 得 な い と き は 、 第 二 条 第 一 項 の 承 認 を 取 り 消 し 、

又 は ド ッ グ ラ ン 等 の 使 用 を 停 止 さ せ る こ と が で き る 。

（ 損 害 賠 償 ）

第 八 条 知 事 は 、 使 用 者 が セ ン タ ー の 施 設 、 設 備 又 は 備 品 を 損 傷 し 、 又 は 滅 失 さ せ た と き は 、 そ の

損 害 を 賠 償 さ せ る こ と が で き る 。

（ 規 則 へ の 委 任 ）

第 九 条 こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 規 則 で 定 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

別 表 （ 第 二 条 、 第 三 条 関 係 ）

区 分 単 位 金 額

一 ド ッ グ

ラ ン

専 用 使 用 に

供 す る 部 分

犬 の 数 が 五 頭

以 下 で 使 用 す

る 場 合

一 時 間 に つ き 一 、 〇 〇 〇 円

犬 の 数 が 六 頭

以 上 で 使 用 す

る 場 合

一 時 間 に つ き 一 、 〇 〇 〇 円 に 五 頭 を 超 え

る 犬 の 数 に 三 〇 〇 円 を 乗 じ

て 得 た 金 額 を 加 算 し た 金 額

共 同 使 用 に 供 す る 部 分 一 頭 一 時 間 に つ き 三 〇 〇 円

二 研 修 室 土 曜 日 、 日 曜 日 及 び 国 民 の

祝 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二

十 三 年 法 律 第 百 七 十 八 号 ）

に 規 定 す る 休 日

午 前 一 、 五 〇 〇 円

午 後 二 、 〇 〇 〇 円

全 日 四 、 〇 〇 〇 円

そ の 他 の 日 午 前 一 、 二 〇 〇 円

午 後 一 、 六 〇 〇 円

全 日 三 、 二 〇 〇 円

備 考
一 「 午 前 」 と は 午 前 九 時 か ら 正 午 ま で 、 「 午 後 」 と は 午 後 一 時 か ら 午 後 五 時 ま で 、 「 全 日 」 と

は 午 前 九 時 か ら 午 後 五 時 ま で を い う 。
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に

つ
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て

（３３）

二 一 の 項 に 掲 げ る 施 設 の 使 用 時 間 に 一 時 間 未 満 の 端 数 が あ る と き 、 又 は そ の 全 時 間 が 一 時 間

未 満 で あ る と き は 、 そ の 端 数 時 間 又 は 全 時 間 を 一 時 間 に 切 り 上 げ る 。

三 二 の 項 に 掲 げ る 施 設 の 使 用 時 間 が 午 前 、 午 後 又 は 全 日 の 時 間 に 満 た な い と き の 使 用 料 は 、

当 該 午 前 、 午 後 又 は 全 日 の 使 用 料 と す る 。

四 二 の 項 に 掲 げ る 施 設 の 使 用 時 間 が 正 午 か ら 午 後 一 時 ま で の と き は 、 午 後 の 使 用 料 を 時 間 割

し て 計 算 し た 額 を 使 用 料 に 加 算 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 加 算 の 対 象 と な る 使 用 時 間 が 一 時

間 未 満 で あ る と き は 、 全 時 間 を 一 時 間 に 切 り 上 げ る 。

提 案 理 由

県 民 の 動 物 の 愛 護 に 関 す る 精 神 の 高 揚 及 び 動 物 の 適 正 な 飼 養 に 関 す る 知 識 の 普 及 を 図 り 、 人 と 動

物 の 共 生 す る 社 会 の 実 現 に 寄 与 す る た め 、 い し か わ 動 物 愛 護 セ ン タ ー を 設 置 す る 必 要 が あ る 。 こ れ

が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

議

案

第

十

号

石

川

県

新
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ロ
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ス
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基

金
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例

を
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る
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例

に

つ

い

て

（３５）

石 川 県 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 応 援 基 金 条 例 （ 令 和 二 年 石 川 県 条 例 第 三 十 八 号 ） は 、 廃 止

す る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

感 染 症 の 予 防 及 び 感 染 症 の 患 者 に 対 す る 医 療 に 関 す る 法 律 に お け る 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の

位 置 付 け が 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 感 染 症 か ら 五 類 感 染 症 に 改 め ら れ 、 令 和 五 年 度 を も っ て 基 金 活 用

事 業 が 終 了 し た こ と に 伴 い 、 石 川 県 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 応 援 基 金 を 廃 止 す る 。 こ れ が 、

こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

議 案 第 十 号

石 川 県 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 応 援 基 金 条 例 を 廃 止 す る 条 例 に つ

い て

石 川 県 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 応 援 基 金 条 例 を 廃 止 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 六 年 五 月 二 十 八 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

石 川 県 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 応 援 基 金 条 例 を 廃 止 す る 条 例

令和６年６月 25 日（火曜日） 号� 外12 石 川 県 公 報
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（ ３ ）

（ 設 置 ）

第 一 条 令 和 六 年 能 登 半 島 地 震 か ら の 復 旧 及 び 創 造 的 復 興 に 要 す る 経 費 の 財 源 に 充 て る た め 、 令 和

六 年 能 登 半 島 地 震 復 興 基 金 （ 以 下 「 基 金 」 と い う 。 ） を 設 置 す る 。

（ 積 立 て ）

第 二 条 基 金 と し て 積 み 立 て る 額 は 、 一 般 会 計 歳 入 歳 出 予 算 （ 第 四 条 及 び 第 五 条 に お い て 「 予 算 」

と い う 。 ） に お い て 定 め る 額 と す る 。

（ 管 理 ）

第 三 条 基 金 に 属 す る 現 金 は 、 金 融 機 関 へ の 預 金 そ の 他 の 最 も 確 実 か つ 有 利 な 方 法 に よ り 運 用 し な

け れ ば な ら な い 。

２ 基 金 に 属 す る 現 金 は 、 必 要 に 応 じ 、 最 も 確 実 か つ 有 利 な 有 価 証 券 に 代 え る こ と が で き る 。

（ 運 用 益 金 の 処 理 ）

第 四 条 基 金 の 運 用 か ら 生 ず る 収 益 は 、 予 算 に 計 上 し て 、 こ の 基 金 に 編 入 す る も の と す る 。

（ 繰 替 運 用 等 ）

第 五 条 知 事 は 、 財 政 上 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 確 実 な 繰 戻 し の 方 法 、 期 間 及 び 利 率 を 定 め て

基 金 に 属 す る 現 金 を 歳 計 現 金 に 繰 り 替 え て 、 又 は 予 算 の 定 め る と こ ろ に よ り 歳 入 に 繰 り 入 れ て 運

用 す る こ と が で き る 。

（ 処 分 ）

第 六 条 基 金 は 、 第 一 条 の 経 費 の 財 源 に 充 て る 場 合 に 限 り 、 そ の 全 部 又 は 一 部 を 処 分 す る こ と が で

き る 。

（ 委 任 ）

第 七 条 こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 基 金 の 管 理 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 知 事 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

議 案 第 十 四 号

令 和 六 年 能 登 半 島 地 震 復 興 基 金 条 例 に つ い て

令 和 六 年 能 登 半 島 地 震 復 興 基 金 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 六 年 六 月 七 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

令 和 六 年 能 登 半 島 地 震 復 興 基 金 条 例

令和６年６月 25 日（火曜日） 号� 外 13石 川 県 公 報
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